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杉並区産業振興計画（平成 31～33年度(2019～2021年度)）取組状況 

（令和元年９月末実績） 

 

目標１ 多様な産業と住宅都市が共に発展するまち  
 

区内の魅力的な事業者や製品等を知り、区内で活用・消費することは、区内産業の活

性化と発展につながります。また、区内産業の発展は、製品やサービスの質、生産性の

向上を生み、さらに事業者や製品等の魅力を高め、消費者である区民のより良い生活に

つながることが期待できます。区内産業の魅力をブランド化して発信し、質の高い製品

等の販売・消費へとつなげていくことで、地域内で人・モノ・情報が循環する取組を推

進していきます。 

 

① 杉並区産業振興基本条例の普及・啓発等 

計 画 取組状況 

区の産業は、商業や工業のほかに農業

や観光・アニメなど幅広い産業で構成

されています。平成 26 年 4 月 1 日に施

行した「杉並区産業振興基本条例」に

基づき、事業者、産業経済団体、区

民、区が共通の認識を持って相互に協

力し、産業振興の推進を図るため、条

例の普及・啓発を図るとともに、産業

経済団体への加入促進及び基盤強化を

図り、産業経済団体の活動促進に取り

組んでいきます。 

産業団体への加入促進啓発グッズを作

成し配布する。（令和２年３月予定） 

 

② 産業振興センターにおける連携体制の促進  

計 画 取組状況 

区と産業経済団体が同じ施設の中で業

務を行う「杉並区産業振興センター」

において、日常的な意見交換や協働に

よる事業実施に加え、産業振興センタ

ー関係機関連絡会の場を活用して恒常

的に区内の産業振興に係る課題を共有

し、緊密な連携を図りながら区内産業

の振興を促進していきます。 

７月４日に関係機関連絡会を開催し、

区と産業団体の元年度における主な取

組等について情報共有を図った。 

 

 ③産業団体等と区の連携による区内産業の魅力発信  重点 

計 画 取組状況 

区内事業者による優れた技術や他には

ない製品、特徴のある事業者を紹介す

る PR 活動の充実や、製品を手にする機

〇特徴のある製品や優れた事業者を紹

介・発信する以下イベントの申込み、

準備を進めた。 

取組１ 人・モノ・情報の循環が促進される仕組みづくり  

資料２ 
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会の創出など、区内産業の魅力を区内

外に発信していきます。また、技術開

発や経営基盤の強化などに優れた実績

を上げ、地域産業の発展に貢献してい

る区内事業者や製品のＰＲの強化を図

ります。 

・「よい仕事おこしフェア」への参加 

 以下④へ記載 

・「産業交流展 2019」への参加 

以下④へ記載 

〇「すぎなみ産」冊子を作成(杉並産業

協会編集委託)するため、掲載する企業

へ取材等を行った。 

 

④ ビジネスチャンスにつながる交流の場の拡大  重点  

 計 画 取組状況 

杉並区内外の業種の異なる様々な事業

者が、ビジネスの情報交換や人脈づくり

を行い互いの経営資源を結びつけ、新た

なビジネスチャンスにつなげることが

できるよう、異業種交流会を産業経済団

体と区が連携して開催します。また、国

や都、関連団体などが開催する交流会、

展示会、ビジネスフェアなどに、より多

くの区内事業者が参加・出展できるよう

支援します。 

○四半期に１度開催する「異業種交流会

ｉｎすぎなみ」を開催した。(共催：東

商杉並支部 会場：杉並区役所) 

・第 22 回:令和元年 5月 23 日(木) 

(57 社 72 名参加) 

・第 23 回:令和元年 8月 29 日(木) 

 (65 社 77 名参加) 

○産業振興センターとして以下のとお

り、イベント等の展示会に出展の準備を

行った。 

・「よい仕事おこしフェア」への参加 

主催：城南信用金庫 

会場：東京国際フォーラム 

日程：令和元年 10 月 7 日（月） 

～8 日（火） 

・「産業交流展 2019」への参加 

主催：東京都 

会場：東京ビックサイト 

日程：令和元年 11 月 13 日（水） 

～15 日（金） 

 

⑤  「すぎなみフェスタ」と連携した区内産業のＰＲ  重点  

 計 画 取組状況 

区内に多くある他に引けを取らない技

術・商品を有している個性的な事業者

を、区内外のより多くの人に知ってもら

う機会として、産業や交流などをコンセ

プトにした「すぎなみフェスタ」と連携

して、「パン祭り・スイーツフェア」「産

業フェア」「農業祭」の開催や観光ＰＲ等

に取り組みます。 

11 月２～３日に開催される「すぎなみ

フェスタ２０１９」において、今年度

も農業祭、産業フェア、パン祭り＆ス

イーツフェア、観光ＰＲを行う。 
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⑥ 区内消費拡大の推進  

 計 画 取組状況 

産業経済団体との連携により、区内で生

産された製品や農産物の購入推進や、杉

並区内共通商品券による区内商店街の

利用促進など、区内での消費拡大による

経済循環を進めるとともに、区において

は公共調達の一翼を担う区内事業者の

活用促進に努めます。 

〇杉並産業振興運営協会との共催によ

り、「第２回すぎなみ産業マルシェ」を

開催し、区内産の食料品や雑貨の販売、

ワークショップなどを通して、身近な区

内産業の PR を行った。 

・開催日：6 月 2 日（日） 

・出店数：３１店舗 

・来場者：１,２５２人（前年比４４０人増） 

〇公共調達における区内事業者活用につ

いては、元年度も引き続き取り組んでい

る。 

 

 

取組２ 創業・新たな事業展開への支援  

「創業支援等事業計画」に基づき、情報通信技術を活用する事業など住環境と調和した

産業の創業や、新たな事業展開を進める事業者を支援します。 

※１住環境と調和した産業・・・小さな事務所や、自宅を仕事場とできるもの。情報通信技術を活用する事業など

住宅都市と調和した産業 

 

⑦ 創業支援  重点   

計 画 取組状況 

創業までの手続きや資金計画の立て方

など、創業に必要な知識を体系的に学ぶ

ことができる創業支援セミナーを実施

します。また、創業した人たちの経験か

ら学ぶワークショップを実施するなど、

創業から創業後の順調な発展につなが

る支援を充実させていきます。 

産業競争力強化法・創業支援事業計画の

特定創業支援事業として、セミナーを企

画し準備を行った。 

・「女性と若者のための創業セミナー」 

令和元年 10 月 5・12・19・26 日(各

土曜) 計４回 杉並区主催 

・（仮）「創業塾」 

令和 2 年 2 月予定 

西武信用金庫主催 杉並区・中野区共催 

 

⑧創業支援施設のあり方の検討  新規     

計 画 取組状況 

創業支援施設「阿佐谷キック・オフ／オ

フィス」のこれまでの運営や実績を検

証するとともに、時代に即した創業支

援とするため、総合的な検討を行いま

す。 

地域経済の実状に詳しい支援者とし

て、中小企業診断士を創業支援施設に

配置(週１回)し、入居者の地域での定着

と発展を支援（アドバイス）した。 

 

⑨中小企業資金融資あっせん制度の充実  

計 画 取組状況 

創業や事業拡張の一層の活性化や変化

の激しい社会経済情勢に的確に対応す

○創業支援資金や小規模企業小口資金

などの利用が増え、新たな創業や、事
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るため、中小企業資金融資あっせん制度

の充実・見直しを行っていきます。 

業発展・展開する企業への中小企業資

金融資支援を行った。 

〇「創業支援資金」のあっせん申込み

において、令和元年度より、区の利用

要件を満たし、かつ、東京都の「創業

融資(都創業）」の要件を満たした場合、

区の利子補給と都の信用保証料補助を

併用することができるよう見直しを行

った。 

○令和元年 10 月発行予定の資金融資

パンフレットの見直しを行った。 

 

⑩相談機能の充実  重点  

計 画 取組状況 

社会経済や地域の事情に詳しい相談員

によるきめ細かな相談や経営アドバイ

ス、産業経済団体や都と連携した、相談

内容に応じた的確な相談窓口を構築す

ることにより、相談体制・相談機能の強

化を図っていきます。また、土曜相談窓

口として図書館を活用した創業・経営相

談を実施します。 

商工相談は、産業振興センター、創業

支援施設、図書館での各相談を、NPO

法人杉並中小企業診断士会と一体的に

実施し、東商杉並支部の経営相談とも

連携しながら、きめ細やかに各種相談

に応じた。 

特に創業に関する相談は、産業競争力

強化法・創業支援事業計画の特定創業

支援事業の一つとして、実際の創業に

つなげるために、手厚い対応を行っ

た。 

 

取組３ 経営基盤の強化  

区内事業者の多くが直面する厳しい経営状況に対応するため、中小企業資金融資あっ

せん制度や相談機能の充実、次代を担う人材の育成や事業・技術の承継、生産性向上の取

組の推進など、経営基盤の強化を支援します。 

 

⑪区内産業の状況分析と活用  

計 画 取組状況 

区内中小企業の実態と動向を把握し、 

現在の経済環境が区内の各業種、企業に

どのような影響を及ぼしているのか、ま

た今後この状況はどのようになると予

想されるのか、区内産業の現状や課題を

分析するとともに、それらを関係事業者

と共有しながら産業支援策を進めてい

きます。 

四半期ごとの中小企業景況調査を実施

し、景況及び経営相談・融資申込状況か

ら捉えられる中小企業経営状況分析を行

った。分析結果については産業経済団体

と共有した。 

 

⑫中小企業資金融資あっせん制度の充実【再掲】 

 

⑬相談機能の充実【再掲】  重点 
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⑭人材育成の充実  

計 画 取組状況 

区内事業者が実施する経営者・人事担当

者セミナーや新規採用者研修などの事

業承継のための後継者育成事業を支援

することで、区内産業が持続的に発展す

る基盤を整備します。 

商工相談や事業所アドバイザー事業に

おいて、後継者育成や事業承継の相談

に対して、各専門分野の相談員をアド

バイザーとして派遣した。 

令和元年 9 月末までに、1 事業所、2

回の派遣を行った。 

 

⑮生産性向上の取組支援  新規 

計 画 取組状況 

「生産性向上特別措置法」に基づき、区

内中小企業・小規模事業者等が設備投資

を通じて行う、労働生産性向上の取組を

支援します。 

生産性向上特別措置法に基づく導入促

進基本計画の策定を行い、国の同意を

受け、区公式ホームページにて企業か

らの受付を行っている。 

令和元年 9 月末までに、21 件の認定を

行った。 

 

⑯福利厚生事業（中小企業勤労者福祉事業）の運営・充実  

計 画 取組状況 

区内中小企業等の労働環境の向上と

雇用の確保につながり、勤労者一人ひと

りの仕事と生活の状況に合った多様な

サービスを提供するため、４区（豊島区、

北区、荒川区、杉並区）統合による一般

財団法人東京広域勤労者サービスセン

ター（愛称：フレンドリーげんき）でス

ケールメリットを生かした中小企業勤

労者福祉事業の充実を図ります。 

行財政改革基本方針に基づく取組とし

て、スケールメリットを活かした運営の

効率化、サービスの向上を図るため、豊

島区、北区、荒川区が共同で設立した一

般財団法人東京広域勤労者サービスセン

ターが運営する中小企業勤労者福祉事業

と平成 30 年 4 月１日をもって事業を統

合した。令和元年度も、事業内容や会員

の確保など同サービスセンターと連携を

取りながら事業を進めている。 

 

 

取組４ 交流促進の場の整備  

自治体や業種の枠を超えて活発に交流できる場を拡げていくことは、産業の活性化に

もつながります。産業経済団体と協力し、異業種交流会の共同開催や交流自治体との交流

事業の実施などにより交流促進の場を整備していきます。 

 

⑰交流自治体との産業交流の推進  

計 画 取組状況 

交流自治体と連携した即売会などの

様々なイベントを契機とした新たなビ

ジネスマッチングの創出等、区と交流自

治体の産業発展につながる相乗効果を

生み出していきます。また、交流自治体

○ふるさと就労体験事業について、実

施日、内容等を検討し、令和元年 10 月

9 日(水)～11 日(金)南伊豆町で行うこ

とを決定した。 

また、現地への挨拶、確認のため実地

踏査を行った。 
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におけるふるさと就労体験など、交流自

治体との連携による人的交流などを進

めていきます。 

 令和元年 6 月 20 日(木)～21 日

（金） 

〇区役所本庁で行われた交流自治体物

販の取組において、区内農産物の PR を

行った。 

 

 

⑱ビジネスチャンスにつながる交流の場の拡大【再掲】  重点 

 

 

目標２ 区民生活を豊かにする産業に支えられ、安全で住みやすいまち 
 

商店街は、商品の販売やサービスの提供に加え、まちのにぎわいを創出し、人と人と

がふれあう地域の貴重な財産です。区民の生活にうるおいと豊かさを与え、それぞれの

ライフスタイルに応じて安全・安心に利用できる生活支援拠点としての商店街づくりを

支援します。 

 

①商店街の防犯カメラ設置・装飾灯ＬＥＤ化等の促進  重点 

 計 画 取組状況 

 防犯カメラの新規設置や既存のカメ

ラの更新、装飾灯のＬＥＤ化等の整備

に要する経費の一部を助成することに

より、地域の防犯対策、省エネルギー

化を促進し、安全・安心で環境にやさ

しい商店街づくりを支援します。 

①防犯カメラの設置 

７商店街で６４台を設置予定。 

② 装飾灯ＬＥＤ化 

 ５商店街で１５２本（灯）のＬＥＤ化

を予定。 

 

② 快適に買い物ができる商店街施設等整備への支援 

 計 画 取組状況 

駐輪場や休憩スペースの設置など、区

民が便利で快適に買物ができる環境を

整えるために商店街が実施する供用施

設等の整備を支援します。 

駐輪場や休憩スペースの設置につい

て、補助金制度の周知を図り、活用促

進を働きかけた。 

 

 

③ 商店街「心のバリアフリー」の推進 

計 画 取組状況 

高齢者や障害者などへ状況に応じた適

切な声かけや必要な手助けを行うな

ど、誰もが人と人とのつながりや居心

地の良さを感じることができ、商店街

のおもてなしの心が伝わる「心のバリ

アフリー」の取組を推進します。 

バリアフリー協力店（保健福祉部管理

課が所管）は、平成３１年３月末現在

の累計で１，０４９件の登録となって

いる。 

 

 

取組１ 安全・安心な生活支援拠点としての商店街づくり 
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取組２ 地域活性化の核となる商店街づくり 

地域住民や商店街関係者等とまちの将来像を共有し、ハードとソフトの施策の有機的

な連携によるにぎわいの創出などに取り組むことで、魅力的なまちの中心となる、活力

ある商店街づくりを進めます。 

 

④地域特性を踏まえた商店街の魅力づくりの促進  重点 

計 画 取組状況 

商店街の立地条件や地域が持つ歴史、

自然環境、文化などの特性が生かされ

た、将来のまちづくりにつながる商店

街の取組を積極的に支援します。 

「地域特性にあった商店街支援事業補

助金」で１事業の申請を受けた。 

①事業名：純情ブランド再発見！プロ

ジェクト事業 

商店会：高円寺銀座商店会協同組合 

取組内容：高円寺純情商店街が山形県飯

豊町の米農家や酒蔵と共同開発、現在も

販売を続けている「高円寺純情米」「高円

寺純情純米酒」を活用し、「純情ブラン

ド」として商店街の試みを消費者や店舗

に認知してもらう。 

 

⑤ 商店街からの提案事業への支援  重点 

 計 画 取組状況 

地域ブランドづくりや個店への立ち寄

りを促す街バル・街ゼミや、文化・芸

術団体等様々なアーティストが活動を

行うことで集客力や回遊性を高めるイ

ベントなど、地域経済の活性化や地域

コミュニティの醸成が期待できる、商

店街が提案する様々な取組を支援しま

す。 

※１ 街バル・・・前売りのチケットを購入し、参

加店の飲み歩き、食べ歩きをするイベントのこと 

※２街ゼミ・・・商店主などが講師となり、プ 

ロならではの専門知識や情報、コツを参加者に提 

供するイベントのこと 

「チャレンジ商店街支援プログラム」や

「商店街チャレンジ戦略支援事業費補

助金」等を通して、商店街からの提案を

踏まえ、事業の実施に向けた支援を行

う。 

事業実績：チャレンジ商店街支援プログ

ラム３件（④、⑦に記載）、商店街チャレ

ンジ戦略支援事業費補助金（イベント事

業１０１件、活性化事業９件） 

 

⑥ 地域団体と連携した活性化の取組の推進  新規 

計 画 取組状況 

商店街等が町会や自治会、ＮＰＯなど

の地域団体と連携し、商店街を含めた

地域一帯のにぎわい創出に向けて行う

地域連携型商店街事業費補助金（イベント

事業）を通して、商店街からの提案を踏

まえ、事業の実施に向けた支援を行う。 
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取組を支援することにより、地域の活

性化を推進していきます。 

事業実績：２件 

①事業名：永福町節分祭 

実行委員会：永福町商店街振興組合、永

福自治協力会 

永福稲荷神社の敷地を借用して、節分豆

まきイベントを行い、地域住民との連携

を深める。 

②事業名：久我山ホタル祭り 

実行委員会：商店街振興組合久我山商店

会、久我山平和会、久我山南銀座会、久

我山西自治会、久我山東自治会 

ホタルを各所で見られるようにすること

で、多くの来街者を呼び込み地域や商店

街の賑わい創出につなげる。 

 

 

取組３ 商店街の経営力向上の支援 

高齢化や後継者不足により活動力が低下している商店街に対し、外部人材を活用した

支援を行うとともに、これからの商店街を支える人材の育成を図るため、商店街の若手

事業者が主体となる取組を支援します。また、社会経済情勢の変化に対応した新たな商

店街活性化策について、商店街と連携し検討を行っていきます。 

 

⑦ 外部人材を活用した商店街サポート事業の促進  重点 

 計 画 取組状況 

意欲がありながらアイデアや実行力に

不安がある商店街の活性化を図るた

め、民間企業やＮＰＯ等の外部人材が

積極的に関わり、商店街を強力にサポ

ートする取組を支援します。 

「チャレンジ商店街サポート事業補助金」２

件を採択した。 

①事業名：PONTE IOGI スマート商店街

事業 

対象商店街：西武井荻商店街振興組合 

取組内容：キャッシュレス化の機運を活

用し、キャッシュレス化を推進 

・各個店の利便性を高め購買利用を促

進・キャッシュレス化事業にまつわるト

ピックスを活用し積極的に情報発信 

・キャッシュレス化事業を通じて非組合

員の振興組合への参加を促し、将来の振

興組合活動を活発にし、商店街の発展へ

つなげる。 

 

②事業名：阿佐谷ジャズストリート

2019「ジャズで巡る阿佐谷の商店街！」

プロジェクト 

対象商店街：南阿佐谷すずらん商店街他



9 

10 商店会 

取組内容：阿佐谷ジャズストリートの 25 回

目の節目に北は早稲田通りから南は五日市街

道沿いの商店街まで賑わいの回遊性を波及さ

せる事業を展開し、商店街の振興に貢献する。 

・商店街の魅力を、ホームページやチラシで

PR する（日本語・英語・中国語）。 

・ジャズバンドによる巡回演奏により観客を

各商店街へ誘導する。 

・商店街の活性化に関するシンポジウムを開

催し、今後に向けた提言をまとめた報告書を

作成する。 

 

⑧ 専門家の派遣による商店街の経営力強化   

 計 画 取組状況 

商店街が抱える課題の解決に向け、幅広

い分野の知見を持つ専門家を「商店街ア

ドバイザー」として派遣し、商店街の組

織活動や経営力の強化に向けた支援を

行います。 

阿佐谷一番街商店会、西荻北銀座商友

会、松ノ木八幡通り商店会、妙法寺門前

通り商店会、佼成会通り商店会、方南銀

座商店街振興組合、和泉明店街の７商店

街に対し、消費生活アドバイザーや中小

企業診断士の派遣を決定した。 

 

⑨若手事業者への支援 

 計 画 取組状況 

これからの商店街を担う人材の育成

や組織力強化を図るため、商店街の若

手事業者を中心に構成されたグループ

による、意欲的で工夫とアイデアが盛

り込まれた取組を支援します。 

「商店街若手支援事業補助金」1 件を採択し

た。 

事業名：わくわく夜市 

対象商店会：和泉明店街 

取組内容：若手店主の各飲食店が、それ

ぞれイベント限定の一品を提供し、テイ

クアウト形式で各店の料理の食べ比べを

楽しめるイベント。 

 

⑩新たな商店街活性化策の検討  新規 

計 画 取組状況 

社会経済情勢に伴う区内消費の落ち込

みや購入手段の多様化など、商店街を

取り巻く環境の変化に対応した新たな

商店街活性化策について、商店街と連

携し検討を進めていきます。 

商店街の活性化に効果を発揮する取組に

ついて、杉並区商店会連合会との検討を

予定している。 

 

 

取組４ 商店街の組織力強化 

商店街と区が連携し、商店街を構成する個店の商店街への加入促進を図るとともに、

複数の商店街が連携することによるスケールメリットを生かした取組や、商店街組織の

再編を積極的に支援し、商店街の組織力を強化します。 
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⑪商店街への加入促進による組織機能の強化  重点 

計 画 取組状況 

商店街が、まちのにぎわいや地域の活

力を創出する中心的な役割を果たすた

め、商店街と区が一体となって加盟店

の増に取り組み、商店街の経営力や活

動力の向上を図ります。あわせて、個

店・チェーン店・大型店が協力する体

制づくりを促進し、商店街の組織力強

化を図ります。 

個店が商店街へ加入することのメリッ

トを実感できる方策や、加入店の管理

に関する体制などについて、杉並区商

店会連合会と協議を予定している。 

 

⑫スケールメリットを生かす事業、組織化への支援 

 計 画 取組状況 

複数の商店街が共同で行うイベントの

実施や、組織力・活動力の向上を目指

す商店街組織の再編など、スケールメ

リットを生かした取組を支援します。 

商店街チャレンジ戦略支援事業費補助

金（イベント事業）において、複数商

店街が連携して取り組む事業への支援

を予定している。 

共催実績：高円寺ブロック３件、阿佐

谷ブロック２件、荻窪ブロック５件、

南部ブロック３件、京王井の頭ブロッ

ク１件 
 

 

 

目標３ 食卓に彩りと心に潤いを与える産業で、やすらぎがあるまち 
 

取組１ 都市農地保全への取組 

区の貴重な財産である農地を保全するための関係法令や税制などの説明を丁寧に実施

していくとともに、都市農地を取り巻く様々な課題に対し、関係機関と連携しながら、

その解決に向けた取組を進めていきます。また、新たな関係法令等のもと、効果的な支

援制度について検討します。 

 

①農地保全に向けた国・都・農業委員会等との連携  重点 

 計 画 取組状況 

都市農地の保全について、農地法、生

産緑地法などの農地関係法令や相続税

等の税制度などの改正・改善に向け、

国、東京都をはじめ、農業委員会、Ｊ

Ａ、東京都農業会議、他区等と連携・

協議を進めます。 

〇農地法・生産緑地法等の改正を受け、

東京都農業会議などが開催する説明会・

講習会等に出席し、情報収集を行うとと

もに、他区市との情報交換・共有を図っ

た。 

〇杉並区が行う、農福連携農園の取組に

ついて東京都に情報提供を図るととも

に、財政的支援を依頼した。 
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〇東京都農業会議の協力を得て、農業

委員会、ＪＡ東京中央と連携を図り、

「特定生産緑地制度移行について」の

説明会を元年 9 月に 4回開催した。 

〇特定生産緑地指定に関する書類の記

入方法など個別相談会を 10 月に３日

間わたり開催した。 

○10 月、東京都に対し、区の農地保全

の取組への支援を要望した。引き続き東

京都農業会議や他の自治体などと連携し

取り組んでいく。 

 

 

 

② 生産緑地地区の適正管理・指定等のための啓発活動 

 計 画 取組状況 

適正な耕作が行われるよう農地パトロ

ール等による管理を行っていきます。

また、生産緑地の追加指定や特定生産

緑地の指定に向け、働きかけを行って

いくとともに、新たに制定された生産

緑地の貸借制度の適正な活用に向けた

取組を行います。 

※１ 生産緑地・・・生産緑地法に基づき、都市計

画として農地を長期間（30 年）保全する地区。 

生産緑地の指定を受けると、農地として適正に管

理しなければならない一方、税制面で優遇措置が

適用されます。 

※２ 特定生産緑地・・・生産緑地の指定から 30

年を経過する前に特定生産緑地の指定を受けるこ

とにより、さらに 10 年延長し保全する地区 

※３ 生産緑地の貸借制度・・・都市農地の貸借の

円滑化に関する法律（生産緑地を対象とした法

律）が制定され、生産緑地の貸借が可能となりま

した。また、区・ＪＡ以外の法人等も生産緑地を

貸借し区民農園を開設することが可能となりまし

た。 

昨年度に引き続き、より多くの生産緑

地所有者に特定生産緑地の指定を受け

ていただくため、農業委員全員による

農地調査を実施し、調査の強化を図っ

た。また、管理が不十分な生産緑地に

関しては、口頭指導のみでなく文書指

導を徹底することとした。（調査は８月

に実施。文書指導は随時実施。） 

平成２９年度から、特定生産緑地制度

の創設や生産緑地指定要件の緩和など

生産緑地法の改正や貸借円滑化法など

の新たな制度について説明会を開催。

元年 9 月に地域ごと 4回にわけ開催。

10 月には個別相談会も３日間に渡り実

施した。 

 

 

取組２ 地産地消の推進と都市農地の持つ多面的機能の発揮 

 貴重な農地を保全し、後世に引き継いでいくために、杉並産農産物の生産・流通・

普及・利用の各要素の充実を図り、地産地消を推進します。また、区民農園などの農業

体験事業を通じて、区民が気軽に農業とふれあえる機会を創出・拡充し、農地が、交
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流・体験・学習・憩いの場となるよう取組を進めます。さらに、防災兼用農業用井戸の

整備促進により、防災空間としての機能の充実を図り、都市農地の持つ多面的機能を発

揮していきます。 

  

③地産地消マーケットの推進  重点 

計 画 取組状況 

各農家が個別に行っている直売所やＪ

Ａが主催する即売会について、種類や

量、開催頻度などが充実するよう、取

組を支援します。また、杉並産農産物

が、商店街等の区民に身近な場所で気

軽に購入でき、かつ、区内飲食店や学

校・区施設などで広く利用されるよ

う、各農業者の生産力向上の取組や生

産時期等の計画策定、農産物の納入な

どを支援するとともに、民間事業者の

視点など、幅広く意見を取り入れ、新

たな地産地消の取組につながる流通シ

ステムを検討します。 

○直売所の紹介、区役所等での即売会に

ついてＰＲ等を実施するとともに、即売

会に職員を派遣するなど農業者等と連

携・協力して地産地消の取組を推進し

た。 

○7 月 8 日に、学校給食「地元野菜デ

ー」での配送支援を 26 校の小中学校で

実施した。また、農家の方が講師とな

り、杉並の農業について小学校３校で訪

問授業を実施した。 

〇ＪＡ東京中央が運営する杉並産農産物 

の直売所ファーマーズマーケット荻窪が 

土曜日も営業を開始。その周知を図り、 

区民の方が杉並産農産物を手にする機会 

の拡大を図っている。 

 

④農業体験事業の拡充 

計 画 取組状況 

区民農園や農業体験農園、成田西ふれ

あい農業公園などでの作付段階から収

穫までの農業体験や講座・イベントを

通じて、区民に農業への親しみ、収穫

の喜びを感じてもらう様々な取組を実

施します。 

〇区民農園、成田西ふれあい農業公園、

上井草二丁目団体利用農園、農業者が実

施する農業体験農園での取組をＰＲする

とともに、農家の方が実施する収穫体験

等の周知についても協力した。 

〇31 年４月から圃場の整備、試験的作

付を開始した農福連携農園についても農

園のＰＲを兼ねて、障害者団体、保育

園、地元住民を招待し収穫体験を実施し

た。 

 

⑤ 防災兼用農業用井戸の整備促進 

計 画 取組状況 

平常時は、農業用水として良質な農産

物生産に活用し、災害時には、近隣住

民の生活用水として活用ができる防災

兼用農業用井戸の整備を促進するとと

もに、農地が持つ防災機能について区

民に周知する取組を実施します。 

〇防災用兼用農業用井戸の整備を希望す

る農家を募集し、調整を図った。 

〇井戸を整備した農地において実施され

る収穫体験等を実施する際に、所有者か

ら周知いただいた。 

〇周知用の看板を製作し、周知を図って

いる。 
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⑥ 杉並産農産物の魅力向上、ブランド化 

計 画 取組状況 

区内農業者の活動を支援するととも

に、農業者やＪＡ、農業に関連する教

育機関等と連携しながら、上井草二丁

目団体利用農園や成田西ふれあい農業

公園の圃場を活用し、消費者のニーズ

にあった品種の生産や有機農法での栽

培促進など「杉並産農産物」の魅力向

上やブランド化を検討・研究していき

ます。 

また、商店街や観光事業との連携やア

ニメを活用したＰＲなど、新たな視点

で都市農業の魅力向上につながる取組

を検討します。 

○区役所等での即売会のＰＲ、PR グッ

ズ（のぼり等）の作成や職員を派遣する

など、農業者等と連携・協力して地産地

消の取組を推進した。 

○７月７日、成田西ふれあい農業公園の

区民向け講座「農にふれあう講座」にお

いて、「江戸東京野菜と地域に伝わる野

菜」の講演と「高井戸半白節成きゅう

り」をピクルスにした試食などをとおし

て周知を図った。 

○８月に上井草二丁目団体利用農園にお

いて、農業委員会、農業者、ＪＡ、区立

学校栄養士役員会と連携し、新作物、新

品種の現地検討会を開催した。今年度

は、区立学校栄養士役員会からの意見に

より、区内農家にノラボウ菜の栽培を依

頼するとともに、学校給食の活用につい

て５校（中学校１校、小学校４校）との

マッチングを試行的に実施した。 

 

⑦ 農業と福祉の連携 新規・重点 

計 画 取組状況 

農作業は、障害者や高齢者等のいきがい

創出や健康の増進、若者等の就労支援の

ほか、収穫した農産物を福祉施設等に提

供することで、その運営への寄与も期待

されます。これらのことを踏まえ、区内

の農地を活用した農業と福祉の連携事業

の実施に向けて、福祉等関連部署と連携

して具体的な検討を進めます。 

〇31 年４月から圃場の整備と試験的作

付を開始。 

〇元年 6 月、杉並区の農福連携事業の

方針、取組概要、農園・管理棟等などの

整備方針をまとめた「杉並区農福連携事

業基本計画」を策定。 

〇8 月には、同農園のＰＲを兼ねた収穫

体験を実施。また、農園運営をお手伝い

いただく、区民ボランティアを募集し

た。 

〇9 月に区民ボランティア 11 名に農園

運営や活動内容についての説明会を開催

し、10 月 1 日からボランティア活動を

開始した。 

〇９月、障害者団体等向けの団体利用農

園の利用者募集を行い、利用に向けた調

整を開始。現在３団体が利用を希望して

いる。 

〇10 月 16 日、17 日の２日間に渡

り、区民ボランティア向けに「障害者理

解のための講習会」を開催。 

〇杉並区農福連携事業基本計画に基づ

き、農福連携農園管理棟ほかの基本設計
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を区営繕課及び設計委託事業者との定例

会を開催し、進めた。 

 

 

取組３ 都市農業の担い手育成と支援 

農業者の営農意欲を喚起し、農業所得の向上を図り、農業が継続できるよう支援を行

っていきます。また、農業者に対し区民ボランティアを派遣するなど、必要な支援を行

います。 

 

⑧ 農業の維持・継続の支援 

 計 画 取組状況 

区内農業を維持・継続するための補助

制度について農業者の意見を反映し充

実を図り、農業の担い手が農業を継続

できる環境を整えていきます。農業の

担い手に対する耕作指導や新たな品種

栽培指導の充実、資機材等に対する支

援などをＪＡ等と連携しながら実施す

るとともに、杉並産農産物を使った食

育事業やレシピ作成など女性の視点を

生かした取組についても支援します。 

○31 年 3 月、元年 9月の２回に渡り、

平成 31 年度の農業経営の安定化と農産

物供給の促進を図る「営農活動支援費助

成」の申請受付に関するご案内を送付す

るとともに申請受付を実施。 

○農地の持つ防災や環境保全などの多面

的機能を強化するとともに、地域住民に

配慮した基盤整備により貴重な都市農地

の保全を図る「都市農地保全支援プロジ

ェクト補助金」を活用し、防災兼用農業

用井戸の設置に伴う助成について農業者

説明を行った。 

〇元年 10 月認定農業者の認定を行うた

め、計画書策定の個別相談会を実施し

た。 

 

⑨ボランティア等の活用支援 

 計 画 取組状況 

高齢等の理由から耕作が困難又は不十

分となった農業者に対し、農業が継続で

きるよう、耕作意欲のあるボランティア

等の活用を支援していきます。 

また、成田西ふれあい農業公園で実施

した「農にふれあう講座（年間講座）」の

受講修了生を対象に同公園のサポータ

ー制度を立ち上げ、農作業やイベントの

補助、ステップアップ研修など農にふれ

あう機会を継続することにより、その活

動を支援します。 

これらの支援を通して、新たな農業の

担い手の育成につなげていきます。 

○成田西ふれあい農業公園サポーター

として農業公園のボランティア活動を

実施した。 

〇農福連携農園での農作業やイベント

等のお手伝いをいただく区民ボランテ

ィアを募集し、10 月１日から活動を開

始した。この農園では、農業に関する

知識だけでなく、福祉に関連した研修

など農福連携に関する幅広い知識の習

得を目指します。 

 

⑩交流自治体との産業交流の推進【再掲】 
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取組４ 都市農業への理解を深める取組 

多様な媒体、機会を活用し、都市農地の持つ多面的な機能を区民にＰＲするととも

に、区の各種事業やイベント、協働事業の実施などを通じて、積極的な啓発活動を行い

ます。  

⑪各種イベント、観光事業等との連携 

計 画 取組状況 

農地は、区の豊かなみどりを支える礎

です。教育や福祉等の事業や地域で行

われるイベント、観光事業等と連携を

進めます。 

○成田西ふれあい農業公園において、年

間を通して栽培体験等ができる「農にふ

れあう講座」や「子どものための農業体

験教室」、旬の野菜を収穫できる収穫体

験、麦の種まき体験などのイベントを通

じて、農業への理解を深めるための取組

を実施した。 

○上井草二丁目団体利用農園おいて、元

年 5 月、6 月に区内の幼稚園・保育園

等の団体によるジャガイモ・サツマイ

モ・ダイコンの収穫体験、サツマイモの

苗植え付け体験を実施した(障害者保育

園を含む延べ 33 団体が参加)。 

〇8 月 7 日、農福連携農園において、

試験的作付した障害者団体、保育園、区

民向け農産物の収穫体験を開催した。 

○杉並区役所で開催した区内産農産物の

即売会と交流自治体（南伊豆町）の物産

販売と連携し、合同で即売会を開催し

た。また、障害者福祉会館などで開催す

る即売会に職員を派遣するなど連携・協

力して区内農産物の即売会を実施した。 

   

⑫他自治体等との協働事業の実施 

 計 画 取組状況 

「都市農地を守ろう！」を合言葉に、

ＪＡ及び世田谷区との協働事業「アグ

リフェスタ」や収穫体験等の事業を実

施し、区民の都市農地に対する愛着と

理解を深める啓発活動を推進します。 

※１「都市農地を守ろう！」共同宣言：平成 23

年 11 月 18 日、東京中央農業協同組合と杉並

区、世田谷区が連携し、都市農業の振興及び

農地保全への理解を深めるとともに、国等に

対して大きな転換を求める気運を高めること

を目的として行われた共同宣言。一連の法改

○ＪＡ、世田谷区、杉並区の３者による

10 月 27 日「アグリフェスタ 2019」

を世田谷区烏山区民センターで開催。

1,580 名の参加があった。（杉並区、世

田谷区で交互に開催） 

当日はＪＡ、世田谷区、杉並区の３者代

表者によるトークセッションに両区の

女性農業者にも加わっていただき、10

年後の都市農業について語っていただ

いた。そのほかに都市農業が持つ多面的

機能の周知を図るためのパネル展や親

子で楽しめるイベントなどを実施し、区

民に農地の必要性について周知を図っ

た。 
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正が進んだことから、平成 29 年度からは「未

来へつなごう都市農業」を合言葉にして開

催。 

○文化交流課と連携し、静岡県南伊豆物

産展と連携し、杉並中野生産部会即売会

を同時に開催した。また、成田西ふれあ

い農業公園の「農にふれあう講座」にお

いて新潟県小千谷市のクラインガルデ

ン（滞在型市民農園）の取組の紹介につ

いて日程等の調整を図った。 

 

⑬各種情報媒体を活用した積極的な農業情報の発信  重点 

計 画 取組状況 

環境保全機能、防災機能、体験・学習

機能など都市農地の持つ多面的な機能

や魅力を広く発信することにより、都

市農業・農地保全の大切さについて、

区民の理解促進を図ります。また、杉

並産農産物の販売情報や生産者情報な

どについて、多様な媒体、機会を活用

して発信し、ＰＲを図ります。 

区の広報、ＨＰでの周知のほか、成田西

ふれあい農業公園管理運営事業者やＪＡ

などのＨＰ、作成する冊子にも様々な農

業情報を掲載について協力を依頼。 

農業公園は他自治体からの視察希望も多

く、様々な機会を通じて農業公園での取

組について情報発信を実施した。 

農産物直販マップや農人を作成するとと

もに、区立施設やイベント等で積極的に

配布しています。 

 

 

目標４ 安心して地元で元気に働き続けられるまち 
 

就労支援センターでは、区とハローワーク新宿が一体となって、若者等の就労を支援し

ています。就労意欲がありながらも就労機会が得られない人や、生活や家族、健康などに

不安（就労阻害要因）を抱えており支援が必要な人など、一人ひとりの状況にあった働き

方ができるように支援していきます。 

 

① 相談者に寄り添った伴走型の支援  重点 

計 画 取組状況 

就労支援センターの「若者就労支援コー

ナー（愛称：すぎＪＯＢ）」では、就労に

ついて様々な不安や問題を抱えている

など、直ちに就職に結びつきにくい人等

に対し、相談者の状況に応じた支援プロ

グラムを作成し、そのプログラムに基づ

いた就労準備相談、職業紹介から就職後

の定着支援まで、相談者に寄り添った伴

走型の支援を行います。 

○就労支援センターの利用による就職

人数(ハローワーク利用含む)は、目標

425 人に対し、実績は 324 人となっ

た。なお、そのうち就労準備相談利用

者の就職人数は、目標 75 人に対し、

実績は 47 人となった。 

○若者就労支援コーナーの新規登録者

数は、目標360人に対し、実績は396

人となった。 

○就労準備相談・心としごとの相談延利

用者数は、目標 1,075 人に対し、実績

は 781 人となった。 

 

②関係部署との連携による支援体制の強化  重点 

取組１ 誰もが自分にあった働き方を選択できる仕組みづくり 
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計 画 取組状況 

就労支援センターがウェルファーム杉

並に移転したことを生かして、福祉等関

係部署との更なる連携・情報共有を密に

し、利用者にとってより効果的な就労支

援を行っていきます。さらに、ニートな

どの潜在的な若年無業者や就労阻害要

因があり就職活動に踏み出せない若者

に対し、「ジョブトレーニングコーナー

（愛称：すぎトレ）」の「ワークルーム」

において、実際の職場と同じようなＯＡ

作業や事務作業を体験することにより、

働くことへの自信と働き続ける力を育

てます。 

就労阻害要因を抱えた相談者、障害者(手

帳を所持していない者を含む)や生活困

窮者などについては、関連部署と定期的

な連携会議を開催し、一人ひとりの状況

に応じた就労支援を実施した。 

 

③若者、女性、高齢者等の多様な働き手の支援  新規 

計 画 取組状況 

年齢や性別により左右されることなく、

誰もが就労できるよう支援を充実させ

ていきます。特に女性、高齢者に関して

は、家庭や健康状態など一人ひとりの状

況に応じその能力を十分に発揮できる

よう、セミナーの開催や提供する求人情

報の拡充を図るなど、更なる就労支援に

取り組みます。 

○女性の再就職を支援するため、セミナ

ー等を実施した。 

・私らしいライフキャリアを作る！～仕

事を探す前に準備すること～ 

 日時：平成 31 年 4月 23 日(火) 

 場所：ウェルファーム杉並 

参加者数：38 名 

・ブランクがあっても大丈夫！～再就職

はじめの一歩コース～ 

日時：令和元年 5 月 27 日（月）～

31 日（金） 

場所：ウェルファーム杉並 

参加者数：22 名 

○高齢者の就労支援するため、ハローワ

ークとすぎＪＯＢで、高齢者向け求人情

報を提供するブースを設けた。 

 また、（株）セブン‐イレブンジャパ

ンとの地域活性化包括連携協定に基づ

き、「シニア向けお仕事説明会」を実施

するため、日時や会場、周知方法などの

検討を行った。 

 日時：令和元年 11月 8 日（金） 

    13:00～16:00 

 場所：杉並区役所第 5・6・7 会議室 
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※１ 

取組２ 意欲ある人材と区内企業を結びつける取組の推進 

地域経済を発展させ、地域貢献の担い手を確保するためには、地域への愛着を持った区

内在住の優れた人材を区内企業につないでいくことが必要です。区内企業との連携を強

化し、企業の魅力や情報発信の充実を図るとともに、求人情報サイト「就職応援ナビすぎ

なみ」による求人開拓や、区内学校との連携による就職活動の支援など、区内の人材と区

内企業を結びつける取組を進めます。 

 

④区内企業の魅力を伝えるＰＲ活動 

計 画 取組状況 

就労支援センターの企業ＰＲコーナー

の充実やホームページ、フェイスブック

の活用、企業の特徴や仕事内容を知るセ

ミナーを実施し求職者に提供すること

により、就職に結びつけていきます。 

企業ＰＲを積極的に推進し、杉並区就労

支援センターFacebook では投稿数 83

件・アクセス数 9,021回、求人情報サ

イト「就職応援ナビすぎなみ」では新規

求人情報受理件数目標 200 件に対し、

実績は 283 件となった。 

 

⑤ 新たな人材の登用につながる求人開拓  重点 

計 画 取組状況 

近隣区や関係機関と連携し、合同就職面

接会やミニ面接会・ツアー面接会を実施

するとともに、就職活動に役立つ知識や

技術を習得できる各種セミナー等の充

実を図ります。また、求人情報サイト「就

職応援ナビすぎなみ」の充実を図り、区

内事業所の求人情報を区民等に広く情報

提供し、人材確保の支援を行うとともに、

就労を希望する区民等の支援を図ってい

きます。 

就職面接会を目標 10回に対して 15

回実施した。 

【内訳】 

・ツアー面接会（保育、介護など）4

回 

・ミニ面接会（保育・介護など）10 回 

・杉並区・中野区保育のおしごと就職

相談・面接会 1 回（64 人参加） 

・福祉のおしごと就職相談会の実施に

向けて準備を行った。 

就職活動に役立つ知識や技術を習得す

るセミナーを 70 回実施し、741 人の

参加を得た。 

 

⑥ 社会参加・中間的就労の場の確保  重点 

計 画 取組状況 

様々な就労阻害要因を抱え、直ちに一般

就労に結びつかない人に対し、ＮＰＯ団

体、福祉施設や企業と連携しながら、ボ

ランティア活動などの社会参加の場や

事業所訓練などの中間的就労の場を確

保します。 

※１ 中間的就労・・・一般就労につながりにくい

要因を抱えている人が、日常生活の自立や社会参加

のために働く就労機会のこと 

ジョブトレーニングコーナー（すぎト

レ）において、ワークルームでの室内

訓練のほか、各就労関係機関と連携

し、ボランティア活動などの社会参加

の場（地域清掃ボランティア等）や中

間的就労の場（事業所訓練、農業公園

作業体験等）を確保した。 

また、令和元年 10 月より、農福連携事

業団体利用農園で農作業を通じての就

労支援について検討を行った。 
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ジョブトレーニングコーナー（すぎト

レ）の新規利用登録者数は目標 60 人に

対し、実績は 30 人であった。 

 

⑦ 区内学校等との連携 

計 画 取組状況 

区内の大学、専門学校、高校と連携して

就職活動の現状把握に努め、就職先が決

まっていない学生や中途退学者を就労

支援センターの就労準備相談や、就労準

備プログラムにつながるよう取り組ん

でいきます。また、区内企業の職場見学

や、インターンシップの受入れを推進し

ていきます。 

区内企業の協力により、実際の仕事現場

の声を聞いて、見て、感じることで、「働

く」ことへの理解を深め、「働く」をつかむ

ことを目的としたセミナーを実施した。 

・実施日：令和元年 7 月 17 日（水） 

13～16 時 「しごと研究セミナー」 

 

 

取組３ ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた労働環境の整備 

子育てや介護をしながらの就労など、生活を大事にしつつ多様な形で働くためには、企

業や事業主の理解と協力が欠かせません。ワーク・ライフ・バランスの理念を普及・啓発

するとともに、勤労者の福利厚生事業の充実を図るなど、自分らしい生き方にあった労働

環境の整備に向けた支援を行います。 

 
⑧ ワーク・ライフ・バランスの啓発促進 

計 画 取組状況 

事業者や勤労者を対象とした各種セミナ

ー・イベントなどの機会を活用し、ワー

ク・ライフ・バランスに関する情報提供の

充実や学習機会の拡充を図っていきま

す。あわせて、関係部署と連携した講演会

等に取り組んでいきます。 

区男女共同参画担当・東京都労働相談

情報センターとの共催により、事業

者・勤労者を対象とした仕事と生活の

調和(ワーク・ライフ・バランス)に関す

るセミナーを実施した。 

令和元年８月 23 日(金)、27 日（火） 

(会場：区役所本庁舎) 

 

⑨勤労者の健康づくり支援 

計 画 取組状況 

区が実施する中小企業勤労者福祉事業

においては、健康増進事業を重点的に実

施し、近年の労働環境の中で大きな課題

となっているメンタルヘルスに関する

講演会や相談会などを開催し、誰もが健

康で働き続けられるよう、勤労者の心と

からだの健康づくりを支援していきま

す。 

○区保健所自殺予防月間の機会に、メ

ンタルヘルス講座を開催した。 

令和元年 5 月 28 日(火) 

(会場：杉並保健所) 

「働く人のこころの健康のために～ス

トレスと上手につきあうセルフケア」    

参加者数：32 名 

○勤労者向け健康講座を開催した。 

・令和元年 6 月 15 日(土) 

 (会場：セシオン杉並) 
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「Yogaroma でココロとカラダをリフ

レッシュ！～暑さに負けないヨガとア

ロマ～」 参加者数：44 名 

・令和元年 12 月 7 日(土)予定 

 (会場：セシオン杉並) 

「Yogaroma でココロもカラダも温め

よう！～体をほぐし温めながら血行促

進～」 

 

⑩福利厚生事業（中小企業勤労者福祉事業）の運営・充実【再掲】  

 

 

目標５ 魅力的でにぎわいがあり、また行ってみたくなるまち 
 

取組１ 杉並らしさを活かした観光事業の推進 

 良好な住宅都市の中で育まれた杉並らしい文化や魅力を観光資源として、商店街を

はじめとした地域と連携・協働し、区外からの来街者の誘致を図る観光事業を推進しま

す。 

① 来街者の誘致を図り「にぎわい」を生む情報発信  重点 

計 画 取組状況 

区内 JR中央線 4駅（高円寺、阿佐ヶ

谷、荻窪、西荻窪）周辺には、魅力あ

るイベントや飲食店などの観光資源が

集積しています。また、各種史跡や特

徴のある店舗など、観光資源は区内全

域に存在しています。 

これら多種多様な区の魅力である観

光資源を、「中央線あるあるプロジェク

ト」や「観光情報発信事業」、「すぎな

み学倶楽部」などの観光事業を通じて

国内外に積極的に発信し、「にぎわい」

の創出を図っていきます。 

 ※１ 中央線あるあるプロジェクト・・・区のほ 

か、区内産業団体、企業、NPO等で構成される実行 

委員会により運営される都市観光事業の一つ 

 ※２ すぎなみ学倶楽部・・・主に区民ライター 

によって取材・執筆が行われている、杉並区の 

様々な分野の魅力を発信する区公式ウェブサイト 

「中央線あるあるプロジェクト」と「観

光情報発信事業」において、それぞれ観

光情報の発信を実施した。 

・東京新聞紙面を活用し、区内イベント 

のＰＲや、阿佐ヶ谷の街歩き記事の掲載 

を行った。 

・日本語版 WEB サイトと facebookを 

運営し、イベントの告知や店舗の紹介等 

を行った。 

同時に、WEB の特別コンテンツとし 

て、ドローンを活用した大田黒公園のＰ 

Ｒ動画の制作について検討を進めた。 

・女性向け雑誌「SODA」に若手俳優を 

起用した街歩き記事を掲載し、またイベ 

ント情報誌「冬ぴあ」に、杉並の街歩き 

をテーマにしたタイアップ記事を掲載 

した。 

・JR 阿佐ヶ谷駅と連携し、駅に設置し 

ているパンフレットラックをリニュー 

アルし、多くの駅利用者に観光パンフレ 

ット等を手に取っていただけるようデ 

ザインを刷新した。 

・日本語学校の外国人留学生から参加者 

を募り、西荻窪周辺の街歩きツアーや、 

阿波おどりの体験会を実施した。 

・多言語版ＷＥＢサイトや facebook、 
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instagram（アカウント名：go locai  

tokyo） により、区の観光情報の発信を 

行った。 

・在日外国人 Youtuber を起用し、中央 

線４駅沿線のまち歩き動画を制作し、 

You tube に公開した。 

（配信チャンネル：Tokyo Creative 

PLAY） 

・台湾現地の旅行会社に対してパンフレ 

ットを配布し、杉並区の観光コンテンツ 

に関するＰＲを実施した。 

 

② 区民との協働による杉並の魅力発信 

 計 画 取組状況 

杉並や地域の魅力を一番身近に知

り、発見することができる区民と協働

で、未だ知られていない魅力を掘り起

こすことにより「すぎなみ学倶楽部」

の内容の充実を図ります。また、国外

に居住しているかつて区民であった方

などの協力を得て、海外現地で杉並の

魅力を発信していきます。 

〇WEB サイト「すぎなみ学倶楽部」を運 

営し、情報の掲載を行った。 

【記事投稿数】（４月～9 月末） 

長文記事（1,500 字程度）：29 件 

短文記事：73 件 

【ページビュー数】 

359,773PV （ 今 年 度 目 標 値

640,000PV） 

〇すぎなみ地域大学において、区民ライ 

ター講座を実施（計 7 回）し、新たに 17 

名が区民ライターに登録した。 

〇「すぎなみ観光大使」事業で、区に縁 

があり、現在は国外に住んでいる「海外 

在住型大使」3 名と、頻繁に海外へ渡航 

する機会のある「海外訪問型大使」３名 

により、アメリカ・イギリス・カナダで 

の情報発信を行った。 

〇観光大使を一般区民に募集するため、

広報すぎなみや、杉並区公式 HP 等で告

知した。 

 

③ 多言語化などインバウンド対応への取組  重点 

計 画 取組状況 

今後、増加が見込まれる訪日外国人観

光客を杉並区に誘致し、さらに、魅力

あるまちとしてリピーターや新規来街

者の獲得につながる高い評価を得るこ

とができるよう、パンフレットやウェ

ブサイトなど、観光情報の多言語化の

更なる充実を図るとともに、外国人来

街者にとって需要の高い無料公衆無線

〇主として「中央線あるあるプロジェク 

ト」により、外国人観光客の受入環境の 

整備を進めた。 

・JR 西荻窪駅と連携を図り、駅の窓口 

でのニーズに合わせて、外国人観光客に 

対応し、アンティーク店やカフェなどの 

店舗情報を掲載したまち歩きＭＡＰの 

作成を検討した。 

・JR 高円寺駅周辺に特化したナイトラ 

イフを紹介する多言語パンフレットの 
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LAN（Wi-Fi）の整備を進めていきま

す。 

 ※１ 無線 LAN(Wi-Fi)・・・インターネット等 

のデータの送受信が行える通信環境を無線で提供 

すること 

制作、訪日リピーター外国人向けの中央 

線４駅沿線の多言語ガイドブックの制 

作について検討を進めた。 

〇Wi-Fi スポットの整備について検討を

進めるため、JR 中央線 4 駅の各駅構内

で、民間の Wi-Fi スポットがどれくらい

利用できるのか等を調査するとともに、

各 JR 中央線駅長に、ヒアリングを実施

し、駅構内での Wi-Fiの設置状況や設置

の希望等について聞き取りを行った。 

  

④ 地域との連携・協働による「杉並魅力創出事業」の推進  新規 

計 画 取組状況 

地域の様々な魅力を開発し、組み合わ

せるなど、新たな観光コンテンツとし

て杉並の魅力を高めていく「杉並魅力

創出事業」を、地域団体と連携・協働

しながら推進していきます。 

※１ コンテンツ・・・内容・中身のこと。一般的 

にはインターネット等で閲覧できる文章や画像、 

音楽など、中身となるひとまとまりの情報、又は 

それらの組み合わせを意味することが多い 

〇新たな観光コンテンツとして銭湯を 

取り上げる検討を進めた。区内浴場組 

合の定例会で、区内銭湯経営者に杉並 

魅力創出事業の概要を説明し、事業に 

対する連携を求めて、了承を得た。 

〇在日年数 1 年未満であるドイツ、イ

ギリス、アメリカ、南アフリカ、カン

ボジア国籍の 7 名の外国人によるモニ

ターツアーを実施した。ツアーでは、

高円寺の銭湯を訪れ、銭湯経営者から

銭湯の入り方や歴史についてのレクチ

ャーを受け、その後、街中アートやガ

ード下店舗、神社等をツアーコンダク

ターから説明を受けながら街歩きを実

施し、座・高円寺において東京高円寺

阿波おどり PLUS を体験しました。そ

のモニターツアーの模様は、外国人観

光客向けの WEB サイトに掲載するため

に同日取材しており、今後記事を公開

予定。 

 

⑤ 来街意欲の喚起に向けた取組 

計 画 取組状況 

平成 30年 10月１日より交付が始まっ

た「図柄入り杉並ナンバープレート」、

ドラマ等のロケへの協力をとおして、

杉並の PRやにぎわい創出につながる

「フィルムコミッション」など、杉並

区の知名度向上や話題づくりに取り組

み、区外からの来街意欲の喚起を図り

ます。 

 ※１ 図柄入り杉並ナンバープレート・・・ラ 

〇「図柄入り杉並ナンバープレート」に

ついては、令和元年 9月 30 日時点で

412 台の申し込みがあった。また、庁有

車４０台への取付けを実施した。 

〇「フィルムコミッション」について

は、随時、相談を受け付けており、第２

四半期までに合計 19件（成立 3 件）の

問い合わせがあった。具体的に、ミュー

ジックビデオの撮影を学校の体育館や教

室で行いたい旨の相談があり、区内小学
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※１ 

グビーワールドカップ、東京 2020オリンピック 

・パラリンピック競技大会の特別仕様ナンバープ

レートに続き導入される地方版図柄入りナンバー

プレートで、図柄が入ったナンバープレートのこ

と（平成 30年 10月 1日から交付） 

 ※２ フィルムコミッション・・・地域の活性化 

や観光振興等を図るために設置された、映画・テ 

レビドラマ等の撮影場所誘致や撮影の支援を行う 

組織 

校と調整した結果、学校側の協力を得ら

れ、撮影を実施した。 

 

 

取組２ アニメを活用した事業の推進とアニメ産業の支援 

アニメ制作会社が日本一集積するという杉並区の特徴を活かし、アニメ制作会社との

連携・協力により、アニメコンテンツを活用した、まちのにぎわい創出を図るととも

に、アニメ産業の発展につながる支援を行っていきます。 

※１ アニメコンテンツ・・・アニメ作品自体であるほか、キャラクターやストーリー、主題歌など、アニメを

構成する映像、音楽、文章、あるいはそれらの組み合わせのこと 

 

⑥ アニメーションミュージアムを活用したにぎわい創出の推進  重点 

計 画 取組状況 

アニメーションミュージアムにおい

て、区内産アニメコンテンツを活用し

たり、体験プログラムなど企画内容を

充実させたりすることで、集客力の一

層の強化を図り、商店街散策など、に

ぎわい創出につながる活用を進めてい

きます。アニメーションミュージアム

については、経済活性化などの効果を

より高めるために、立地や施設規模等

を総合的に判断し、引き続き移転場所

を検討します。 

〇杉並アニメーションミュージアムで

は、子どもに人気の作品を取り上げ、「か

いけつゾロリ大冒険フェア」及び「アニ

メ忍たま乱太郎展」の企画展を実施し

た。また、企画展のコンテンツを活用し

たキャラクターグリーティングやワー

クショップの開催など集客イベントを

実施した。 

〇常設展示においても、今までワークシ

ョップで行っていた「パラパラまんが制

作体験」を常時、利用者が利用できる展

示方法に変更するなど、展示方法の工夫

を行った。 

〇また、新たな試みとして、ミュージア

ム公式ツイッターの運用を開始し、企画

展など取組内容の発信を開始した。 

  

⑦ アニメ産業発展に向けた支援の充実 

計 画 取組状況 

杉並区のアニメ産業が将来に渡り持

続的に発展するよう、起業支援や融資

制度などの各産業支援策の利用促進を

図るとともに、新作アニメのＰＲやア

〇アニメーションミュージアムや、中

野・杉並・豊島アニメ等地域ブランディ

ング事業などで実施するイベントへの

参加協力について、区内アニメ制作会社

に検討・働きかけを行った。 
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ニメ制作過程における「ロケハン」な

どの希望に対応できるよう相談機能を

強化していきます。また、地域イベン

ト等での出張ワークショップ（アニメ

制作体験）の実施を通じて、アニメづ

くりの楽しさやすばらしさに触れる機

会を拡充するなど、アニメ制作に関わ

る人材の裾野が広がる取組を実施して

いきます。 

※１ ロケハン・・・ロケーション・ハンティ 

ングの略。アニメ制作におけるロケハンは、作 

品のモデルとなる場面のイメージを明確にする 

ため、適切な場所を探すこと 

〇また、アニメ制作会社から TV と映画

のアニメ作品のロケハンとして、スーパ

ーのバックヤードや高校を使いたいと

の相談をうけて、調整した結果、ロケ実

施につなげた。 

〇アニメーションミュージアム出張ワ

ークショップとして、「紙アクアリム」を

kids 産業商工フェスタ内で実施し、232

名の参加があった。 

 

⑧ 杉並区公式アニメキャラクター「なみすけ」の活用促進 

計 画 取組状況 

民間事業者による「なみすけ」デザイ

ンの商品の販売等、商用利用を促進し、

商店街の活性化やまちのにぎわい創出を

図るとともに、「なみすけ」の知名度を

高めていきます。 

〇広報すぎなみ 6 月 15 日号の特集で取

り上げられた「なみすけ」の生みの親で

あるデザイナーのインタビュー記事の中

で、「なみすけ」の PR をあわせて行っ

た。 

〇また、ジェイコム東京で制作している

区広報番組「すぎなみスタイル」の「な

みすけグッズを見つけよう」で、なみす

けグッズを制作販売している民間事業者

などの紹介を通じて、なみすけデザイン

使用料無償化や、「なみすけ」デザイン

の紹介、その魅力発信を行いった。 

〇昨年度に引き続き、「ゆるキャラグラ

ンプリ」にエントリーしたほか、区内の

各種イベントに出演し、知名度の向上に

取り組んだ。 

  

 

取組３ 地域活性化の核となる商店街づくり【再掲】 

 

⑨ 地域特性を踏まえた商店街の魅力づくりの促進【再掲】  重点 

 

⑩ 商店街からの提案事業への支援【再掲】  重点 

 

⑪ 地域団体と連携した活性化の取組の推進【再掲】  新規 

 


